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平成２８年第３回豊頃町議会定例会会議録（第２号） 
平成２８年９月５日（月曜日）    

 

◎議事日程 

日程第 １    会議録署名議員の指名 

日程第 ２  認 定 第 １ 号  平成２７年度豊頃町一般会計歳入歳出決算認定 

日程第 ３  認 定 第 ２ 号  平成２７年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定 

日程第 ４  認 定 第 ３ 号  平成２７年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定 

日程第 ５  認 定 第 ４ 号  平成２７年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定 

日程第 ６  認 定 第 ５ 号  平成２７年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決

算認定 

日程第 ７  認 定 第 ６ 号  平成２７年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決

算認定 

日程第 ８  認 定 第 ７ 号  平成２７年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出

決算認定 

日程第 ９  認 定 第 ８ 号  平成２７年度東十勝消防事務組合一般会計歳入歳

出決算認定 

 

◎出席議員（９名） 

   １番 中 村 純 也 君     ２番 小笠原 茂 人 君 

   ３番 坂 口 尚 示 君     ４番 相 澤 昌 幸 君 

   ５番 岩 井   明 君     ６番 菅 谷   誠 君 

   ７番 大 崎 英 樹 君     ８番 大 谷 友 則 君 

   ９番 藤 田 博 規 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  宮 口  孝 君 

 副 町 長  石 田  貢 君 

 教 育 長  菅 原 裕 一 君 
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 農 業 委 員 会 長  竹 下 昌 徳 君 

 代 表 監 査 委 員  山 口 浩 司 君 

 総 務 課 長  和 田 宏 樹 君 

 企 画 課 長  柄 﨑 明 久 君 

 住 民 課 長  矢 野 利 治 君 

 福 祉 課 長  岩 城 光 洋 君 

 産 業 課 長  山 本 芳 博 君 

 施 設 課 長  渡 部 邦 生 君 

 会 計 管 理 者  佐 藤 孝 夫 君 

 農業委員会事務局長  髙 倉  明 君 

 教育委員会教育課長  富 田 秀 樹 君 

 子 育 て 支 援 所 長  下 重 博 光 君 

 消 防 署 長  佐 藤 則 仁 君 

 

◎職務のために議場に出席した者の職氏名 

 事 務 局 長  中 川 直 幸 君 

 庶 務 係 長  沢 崎 真 司 君 
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午前１０時００分 開議 

 

       ◎ 開議宣告 

●藤田議長 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●藤田議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１番中村純也議員及び２

番小笠原茂人議員を指名します。 

 

       ◎ 認定第１号～認定第７号 

●藤田議長 日程第２ 認定第１号平成２７年度豊頃町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第３ 認定第２号平成２７年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第４ 認定第３号平成２７年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について、日程第５ 認定第４号平成２７年度豊頃町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第６ 認定第５号平成２７年度豊頃町医療施設

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第７ 認定第６号平成２７年度豊頃町簡易

水道特別会計歳入歳出決算認定について及び日程第８ 認定第７号平成２７年度豊頃

町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定についてを一括議題とします。 

 認定第１号から認定第７号までの７件について、一括して提出理由の説明を求めま

す。 

 石田副町長。 

●石田副町長 認定第１号平成２７年度豊頃町一般会計歳入歳出決算認定について、

認定第２号平成２７年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認

定第３号平成２７年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第４

号平成２７年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第５

号平成２７年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算認定について、認定第６号平成

２７年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について及び認定第７号平成２７

年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、以上７会計の決算につい

て一括御説明いたします。 

 各会計の決算につきましては、平成２８年８月２４日付けで平成２７年度豊頃町一

般会計外６特別会計の歳入歳出決算審査意見書の提出を町監査委員より受けましたの

で、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、各会計ごとの歳入歳出決算書及び
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関係書類に意見書を付して議会の認定を受けるものであります。 

 平成２７年度予算の執行状況については、主要な施策を決算認定主たる成果説明書

に掲げさせていただきました。 

 それでは、平成２７年度決算認定主たる成果説明書により御説明申し上げます。 

 １ページの予算執行状況につきましては、第１表のとおりでありますが、一般会計

外６特別会計の歳入歳出差引額は２億１,９２７万３,０００円で、このうち、平成２

８年度に繰り越すべき財源は３,０８４万９,０００円となり、実質収支は１億８,８

４２万４,０００円、うち、翌年度繰越分は１億６０２万４,０００円で、決算剰余積

立金は８,２４０万円であります。 

 次に、２ページ、第２表、一般会計財政収支の状況におきましては、実質赤字比

率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四つの健全化判断基準は、

町監査委員の財政健全化審査意見書のとおり、いずれの指数においても早期健全化基

準を下回っており、本町の財政運営は健全な状況にあると言えます。 

 歳入は４８億３,６６８万７,０００円、歳出は４６億９,４６５万円となり、歳入

歳出差引額は１億４,２０３万７,０００円、単年度収支は３,３６９万６,０００円で

あります。また、年度末の地方債現在高は４７億５,４０６万９,０００円となり、実

質公債費比率は過去３か年平均で９.０パーセントとなっており、このことを十分認

識し、各事業の必要性、有効性及び効率性について検証を行い、的確に反映するとと

もに、今後も財政運営の健全化に努めてまいります。 

 次に、３ページ、第３表の一般会計歳入歳出決算構成表の各款別の歳入状況につき

ましては、収入済額で対前年度比２.８パーセントの増となりました。その主なもの

のうち、１款町税の増は、個人町民税のうち農業所得の増によるものです。６款地方

消費税交付金の増は、社会保障財源分として増えたものであります。９款地方交付税

の増は、人口減少特別対策分として増えたものであります。１１款分担金及び負担金

の減は、道営事業及び畜産担い手事業の減によるものであります。１３款国庫支出金

の増は、地域活性化、地域住民生活等緊急支援交付金事業の増によるものです。１５

款財産収入の減は、不動産の売払いによる減であります。２０款町債の増は、福祉活

動拠点施設整備事業による増であります。 

 次に、４ページ、各款別の歳出状況は表のとおりで、その性質別内容は５ページ、

第４表、一般会計性質別歳出決算額に掲げましたが、歳出合計で対前年度比２.２

パーセントの増となりました。その主なもののうち、消費的経費の人件費の増は、職

員の採用によるもの及び扶助費の増は、次世代育成支援金及び自立支援給付金による

ものであります。投資的経費の普通建設事業費の減は、畜産担い手事業によるもので

あります。その他の経費の公債費の減は、償還額によるもの及び積立金の増は財政調
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整基金、ふるさと振興基金及び教育振興基金の積み立てによるものであります。 

 なお、一般会計人件費の内訳につきましては、６ページの第５表のとおりでありま

す。 

 次に、７ページの第６表は、一般会計歳出決算節別集計表の内訳でございます。 

 ８ページから１３ページまでの第７表は、一般会計歳出予算の負担金補助及び交付

金の内訳であります。 

 １４ページからは、主要な施策の成果内容であります。 

 １５ページの人事管理で職員数を上げましたが、平成２７年度末の一般職員数は退

職者を除き７９人となっており、今後も適正な定員管理に努めてまいります。 

 １８ページ、町有林管理では、造林の委託事業、間伐、皆伐など売払収入及び町有

林の維持補修を。 

 ２０ページ、町づくり推進事業では、協働のまちづくり地域提案支援事業補助、産

業振興事業補助、町外通勤者への助成、住宅用太陽光発電システム導入補助、定住促

進等住宅取得補助、都市圏住民への移住促進事業、定住促進賃貸住宅建設事業補助、

民間賃貸住宅への家賃助成、危険廃屋解体撤去助成、地方版総合戦略による、まち・

ひと・しごと創生総合戦略の策定、姉妹都市、企業誘致、ふるさと会との交流事業及

び町制施行５０周年記念事業を。 

 ２７ページ、電算情報管理では総合行政システムの改修、庁内ＬＡＮシステム端末

機の更新及び情報通信基盤の施設管理を。 

 ２９ページ、税務関係では、町税の収入実績は、不納欠損額を差し引いた収入未済

額が１,３７４万２,３２６円、収納率９７.３パーセントと、前年の実績を０.２ポイ

ント上回る結果となりました。今後も、収納率向上のため一層努力してまいります。 

 ３４ページ、社会福祉では、社会福祉協議会運営補助、福祉活動拠点施設、ひだま

り交流館の整備、高齢者世帯への福祉灯油の支給及び臨時福祉給付金の支給を。 

 ３６ページ、老人福祉では、敬老会の開催、敬老祝金の贈呈、老人身障者合同運動

会の開催、町長杯ゲートボール大会の開催、老人クラブへの運営支援、生きがいセン

ターへの運営補助、緊急通報システム設置事業、配食サービスなどの在宅福祉サービ

ス事業、養護老人ホームへの入所措置、福祉タクシー乗車券の交付、介護保険指定居

宅サービス事業所運営補助及びひとり暮らし高齢者等見守り事業補助を。 

 ４０ページ、障害者福祉では、居宅介護など、居宅生活支援と施設入所等の支援

を。 

 ４２ページ、福祉医療では、重度心障者及びひとり親家族等医療費の助成事業を。 

 ４４ページ、福祉バス等運行関係では、福祉バス、担い手バス、患者輸送車及びコ

ミュニティバスの運行業務を。 
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 ４５ページ、保育所運営では、茂岩保育所及び大津保育所の運営を。 

 ４６ページ、児童福祉では、ことばの教室、わんぱく広場の開催など、子育て家庭

等に対する支援事業。児童手当の支給、心身障害児通園助成、小学校等入学児童への

入学祝金の支給。次世代育成支援として、出産祝金、健全育成支援金、保育所通所支

援金の支給及び子育て世帯臨時特例給付金の支給を。 

 ４８ページ、学童保育所では、放課後児童の集団保育を。 

 ４８ページ、衛生関係では、墓苑の環境整備を。 

 ４９ページ、保健指導では、成人・高齢者保健事業、母子保健事業、歯科保健事

業、栄養改善事業及び予防接種事業など、各種検診事業と費用の負担軽減を。 

 ５２ページ、乳幼児等医療では、中学生までの乳幼児等医療費の全額助成を。 

 ５４ページ、し尿処理関係では、合併処理浄化槽設置整備事業を。 

 ５６ページ、農地流動化関係では、農地保有合理化事業、農地中間管理事業、農地

利用権設定を。 

 ５７ページ、農業振興対策では、暗渠排水の緊急農地基盤整備事業、農地経営対策

向上資金利子補給、エゾシカによる鳥獣被害対策、十勝川河畔林伐採物処理事業、農

地中間管理機構集積協力金交付事業、農業農村サポート研修施設の管理委託、営農資

材費等高騰対策事業、家畜飼養用水緊急支援対策事業、経営所得安定対策制度推進事

業補助、農道・明渠の維持補修事業、道営土地改良事業、中山間地域対策事業及び多

面的機能支払交付金事業を。 

 ６２ページ、畜産振興対策では、堆肥処理施設整備促進事業補助、指定管理者によ

る町有牧野施設の管理運営業務委託、畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助、酪農

畜産生産基盤強化事業、牛乳消費拡大推進補助、家畜防疫資材の整備補助、畜産担い

手育成総合整備事業及び町有牧野管理機械の更新を。 

 ６５ページ、林業振興対策では、未来につなぐ森づくりの推進事業、有害鳥獣駆除

への助成、林業専用道、森林管理道の開設整備及び小規模治山事業を。 

 ６７ページ、水産業振興対策では、さけ増殖事業、種苗中間育成事業、ヒトデ駆除

対策事業、新規魚種開発事業への助成、大津漁港建設利用推進期成会、水難救難所設

備運営費、大津港大漁まつり、漁業経営近代化促進事業、秋サケ流通対策事業及び上

架施設関連工事への補助など、漁業振興対策を。 

 ７０ページ、商工振興対策では、商工業の振興対策として商工会運営補助、中小企

業への資金融資利子補給事業、プレミアム付特別商品券発行事業、消費者購買増進事

業及び物産直売所の管理事業を。 

 ７３ページ、観光振興対策では、観光団体、イベントへの助成、観光施設の維持管

理を。 
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 ７４ページ、道路維持管理では、町道の維持管理及び維持補修を。道路新設改良事

業では、国庫補助事業等による町道整備を。 

 ７５ページ、公営住宅管理では、町営住宅の整備、パートナータウンの住宅建設及

び高齢者住宅の建設整備を。住宅使用料の収入状況では、収納率が９９.５パーセン

トで、前年の実績を０.１ポイント上回りました。 

 ７７ページ、河川管理では、河川維持補修工事を。施設管理では、公園等の維持管

理及び各施設の整備改修工事を。 

 ７８ページ、災害対策では、防災施設等の整備及び排水機場等の維持管理を。 

 ８０ページ、教育総務関係では、高等学校等就学助成金を。学校保健では、児童生

徒、新入学児童及び教職員の健康診断を。スクールバスでは、スクールバスの更新

を。 

 ８２ページ、学校教育では教材教具の整備、就学援助費の支給、豊頃中学校の側溝

補修工事など教育施設の整備及び小中学校修学旅行費用の助成を。生涯学習事業で

は、える夢出前講座を。 

 ８４ページ、社会教育事業では、姉妹都市との少年親善使節団の交流事業、成人式

の挙行、豊寿大学・生涯教室の開設、文化賞・スポーツ賞表彰式の挙行、青少年・町

民芸術鑑賞会、文化講演会等の支援事業、図書館事業及びえる夢館の管理維持補修等

を。 

 ９０ページ、社会体育事業では、総合体育館、野球場、ソフトボール場、町営ス

ケートリンク、町民プールの管理委託業務及び施設修繕等を。 

 ９３ページ、学校給食では、給食費の収納率が９９パーセントで給食センター施設

の改修修繕整備、小中学校卒業生の卒業記念会食及び地場産品食材使用のふるさと給

食を実施しました。 

 次に、９５ページからは国民健康保険特別会計など６特別会計の財政収支の状況及

び事業の執行状況であります。 

 各特別会計の決算状況は、国民健康保険事業では、国民健康保険税の収納率が９

４.２パーセント。９８ページ、介護保険事業では、１０３ページ、介護保険料の収

納率が９８.０５パーセント。１０４ページ、後期高齢者医療事業では、後期高齢者

医療保険料の収納率が１００パーセント。１０６ページ、簡易水道事業では、水道使

用料の収納率が９９.５パーセントで、水道施設の更新等事業を。１０９ページ、公

共下水道事業では、下水道使用料の収納率が９９.７パーセントで、汚水管渠の改修

工事を実施いたしました。特別会計の収納につきましては、今後も、町税と同様に、

収納率を向上させるため収納対策を強化、公平な利用料金等の収納に努力してまいり

ます。 
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 なお、平成２７年度の簡易水道特別会計及び公共下水道特別会計の資金不足比率に

おきましても、町監査委員の経営健全化審査意見書のとおり、経営健全化基準を下

回っており、事業経営は健全な状況にあると言えます。 

 以上、平成２７年度各会計の決算について概要を申し上げましたが、限られた財源

の中で効率的な予算配分に努め、町民の福祉向上を図るべく、適切な予算執行に努め

てきたところであります。 

 地方財政は、いまだ景気回復が不透明な中、一般財源の総額は確保されているもの

の、国の財政は歳出が税収等を上回る状況にあり、本町においても、今後の町税等の

収入増の基調が見込めないなど、財政運営は厳しい状況になっていくと思われます。

本町は、第６次行政改革大綱、第４次豊頃町まちづくり総合計画を効率的、効果的に

実行し、今後も計画的な健全財政を維持しながら主要施策に積極的に取り組んでまい

ります。 

 また、未来を担う子供たちが安心して健やかに育つことができる社会を実現するな

ど、地域活性化につなげるための指針となる平成２７年度策定した豊頃町人口ビジョ

ン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略により、持続可能な地域づくりを目指し、よ

り発展的な町政の運営に一層努力してまいる所存であります。 

 以上でありますので、御審議の上、認定くださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 ここで、お諮りします。 

 認定第１号から第７号に係る平成２７年度豊頃町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定の７件につきましては、本会議での質疑を３回までとする会議規則第５５条

の規定を適用しないで、審議を進めたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から第７号に係る平成２７年度豊頃町一般会計及び各特別

会計歳入歳出決算認定の７件につきましては、会議規則第５５条の規定を適用しない

で審議を進めることに決定いたしました。 

 認定第１号平成２７年度豊頃町一般会計歳入歳出決算認定についてを審議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成２７年度豊頃町一般会計歳入歳出決算書、１０ページをお開きください。 

 平成２７年度豊頃町一般会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を項ごとに質

疑を受けます。 
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 １款町税、１項町民税。 

 ５番岩井議員。 

●５番岩井議員 この中で、町税の滞納処理についてお伺いいたします。 

 町税の滞納処理につきましては、国保の還付金ですとか預貯金また給与等の差し押

さえと、法的に基づいて行われていると、私、理解しているところですけれども、差

し押さえ先の生活状況等をどのように把握しているのかお伺いいたします。 

●藤田議長 暫時休憩します。 

午前１０時２５分 休憩 

午前１０時２５分 再開 

●藤田議長 再開します。 

 矢野住民課長。 

●矢野住民課長 申しわけございません。 

 質問の内容が、ちょっともう一回、お願いいたします。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 預貯金とか還付金ですとかの給与などの差し押さえなんか、法的に

基づいて行われていると、これは私も理解するところですけれども、差し押さえ先の

生活状況等をやはり考えながらやっていると、そういうふうに思われるのです。その

生活状況等をどのように把握しているのか、ただ単に法的に基づいてやっているの

か、それとも暮らし状況などを把握しながらやっているのか。 

●藤田議長 矢野住民課長。 

●矢野住民課長 給与等の差し押さえにつきましては、差し押さえられる範囲があり

ます。家族構成、所属等を勘案して調査の結果、差し押さえる限度額を差し押さえて

おります。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 差し押さえる場合の、法的な家族構成ですとかそういうものも確か

に私は認めるところですけれども、ただ個々の生活環境は様々な要素がありまして、

把握することは非常に難しいと思うのです。差し押さえによって生活が困窮に追い込

まれないように特段の配慮、これはしていただきますよう要望するところですが、行

政としての考え等お伺いいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 ただいま担当課長から御説明申し上げたとおりでありますけれども、差

し押さえする場合については、それまでの過程について十分、職員が滞納者と協議を

してきております。特に所得税の還付金等については、当然、公権力もありますけれ

ども、できるだけ、今、岩井議員が申し上げたとおり、生活に影響のない法的な範囲
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内で差し押さえをしている状況ですけれども、非常に税金の滞納者の名前が固定化し

ているというか。税の方も御存じのとおり法的に基づいて課税しておりますから、当

然、所得はあることになるわけでありますが、ただ、税控除等についてもそんなに大

きな控除がございませんので、どうしても税が出る形になります。それで、分割支払

等々も十分検討しております。差し押さえについては、これからも御指摘のとおり十

分その家庭の事情を検討といいますか協議しながら、今後、進めていきたいというふ

うに思っています。また、できるだけ、滞納が増えますとどうしても町民の教育、福

祉の方に税金が回らない点もありますので、その点も御理解をいただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 この件については終わります。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２項固定資産税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項軽自動車税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項町たばこ税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款地方譲与税、１項自動車重量譲与税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項地方揮発油譲与税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款利子割交付金、１項利子割交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款配当割交付金、１項配当割交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款地方特例交付金、１項地方特例交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款地方交付税、１項地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １０款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１款分担金及び負担金、１項分担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項負担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １２款使用料及び手数料、１項使用料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２０ページ、２項手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １３款国庫支出金、１項国庫負担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項国庫補助金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２８ページ、１４款道支出金、１項道負担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項道補助金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項委託金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １５款財産収入、１項財産運用収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４０ページ、２項財産売払収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １６款寄附金、１項寄附金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １７款繰入金、１項繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １８款繰越金、１項繰越金。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項預金利子。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項貸付金元利収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項受託事業収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項雑入。 

 ５番岩井議員。 

●５番岩井議員 雑入の給食事業収入について伺いますけれども、収入の未済額とい

うのは、給食費の滞納と理解してよろしいのでしょうか。 

●藤田議長 富田教育課長。 

●富田教育課長 この件につきましては、給食費の未納者の分ということでございま

す。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 私は、給食費で滞納が出るということは、滞納者の生活環境等を大

変心配するところなのですけれども、給食費の納付について滞納者との話し合いや生

活状況等を含めて、把握している現況をお伺いいたします。 

●藤田議長 富田教育課長。 

●富田教育課長 この方につきましては、平成２６年にも滞納のあった方なのですけ

れども、この間、家庭の方に訪問をさせていただきながら、町で行っております就学

援助、そういった内容もお話をさせていただきながら、申請をいただきますとこちら

の方で審査ができますということで何度かお話をさせていただいております。先月に

も訪問した時にもお話をさせていただいておりますが、いまだにこの申請というもの

が上がってきていないというような状況でありまして、本当に困っていれば申請を上

げてくださいということで、今後も丁寧な説明をしながら収納の方に努めていきたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 申請書はこればかりではなくて、様々な申請の書類がありまして、

給食費の関係でいろいろな手続の申請書、今、それについて伺うわけですけれども、

この申請書そのものが仮に出しにくいとか、それから申請書のやり方がわからないと
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いうような状況はないのでしょうか。 

●藤田議長 富田教育課長。 

●富田教育課長 申請書につきましても、御自宅に訪問した際に記入方法ですとか、

そういったものをお渡ししながら説明をしておりますので、特に難しいということは

ないのではないかというふうに理解しております。 

 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 この件につきましても質問は終わらせていただきますけれども、今

後とも滞納者のよき相談者となっていただきますよう要望いたしまして終わらせてい

ただきます。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ５０ページ、２０款町債、１項町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

 ７番大崎議員。 

●７番大崎議員 歳入の件で、特に町税のところで方向性といいますか、２７年度の

内容については理解はしているのですが、固定資産税、特に注目したいなとこう思っ

ています。 

 現状と、それから過年度等、今後の方向性も含めて触れていただくとありがたいの

ですが、固定資産税、非常に本町においては財源の歳入については非常に将来的に希

望を持てるなというふうに思って見ています。特に前回の補正でもありましたよう

に、太陽光ですとか、あるいは今回のいろいろと民間の施設、建築、それから南町の

民間の集合住宅、これはもう非常に立派な町計画の一環として定住も、あるいは歳入

についてもリンクされて、それらについての将来性というのは非常に希望を持てるな

というふうに思っております。現状の固定資産税の中で、今回の提案されている中に

おいて集合住宅の南町の減免等が、多分、含まれていると思うのですが、今期を含め

て来期についてはどういうような期待を持てるのかというところのちょっと触れてい

ただきたいなとこう思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今現在、固定資産は伸びております。毎年伸びておりますけれども、住

宅の件数等からいけば全体的に固定資産の伸び、そんなに期待できるものではござい

ませんけれども、特に今、企業による太陽光等々が今出ておりますので、そういった
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点では固定資産は伸びるかと思います。 

 また、これから事業展開、いろいろな事業がまた今、建設中というふうにお伺いし

ておりますから、そういった建物等についても十分期待ができるかなというふうに。 

 ただ、家屋については、いろいろ減免措置もございまして、そんなに件数からいっ

て私の町では大きな件数ではございませんので、そちらのほうの期待はそれほど大き

な期待ではないかと思います。ただ、予算の８パーセント、約１割近くが町税でござ

いますので、これらについても十分把握しながら健全経営に務めていきたいというふ

うに思っております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 今の説明で十分理解はできております。なぜかというと、将来的に

もそうですが、本町における財源歳入の８５パーセント弱ぐらいが依存財源、した

がってこれは地方税も含めて、地方交付税も普通と特別がありますが、これは大体見

ますとこの数字から見ても先ほど副町長の説明にあったように、地方交付税が伸びて

いると思います。というのは、国策で出している人口増対策に対しての本町における

地方税の見方というのが、査定基準がそういうふうに非常に重視されているのだなと

いうところを含めると、住宅民間の施設、そういうものを同時に進行していくと、そ

れらについての地方交付税の査定基準に私は非常に効果、いい影響がするだろうとい

うふうに見ているわけです。 

 昨日、ちょっと地域でハウスメーカーの代表の方がちょうど偶然に立ち話を。それ

は新築を町民がしたわけです。完成しましたという報告をしていたのです。これはあ

りがたい話だと。これは民間ですからまた固定資産税、歳入としてカウントできるの

だなと。それと前回の１日目の町長が提案している末広の土地購入は、５戸というの

がまたプラスされている。そうすると地域的に非常に充実感があるなというところを

厳しい時代に沿いながらでも１歩１歩、宮口町政の方で進めているということについ

ての、もう少しアピールしてもいいなという感じを私持っているわけです。したがい

まして、将来の地方交付税の査定の中にいかなる査定要因が、項目が、それに従来か

ら今日、プラスされているものがあれば説明をいただきたいなとこう思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 現在、交付税２０億円を超えて国から交付されておりますけれども、残

念ながら交付税の額につきましては過去から見るとピークが過ぎまして、特に国勢調

査が終わった段階で人口が減っております。特に交付税の算定する場合は、全項目に

単位費用という係数がございまして、何といっても公共施設ですとか、一番何といっ

ても人口が全て基礎になってかけられていくものですから、今回も交付税は厳しく見

ておりまして、過去の二、三年前から見たら減ってきております。ただ、人口は減っ
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ても今言ったとおり、戸数は減っておりません。横ばいぐらいなのですが、これは各

家庭が、それぞれ大所帯がやはり個々の生活圏を子供さんも持ちたいということで、

大家族から公営住宅に入る方もいらっしゃいますし、住宅が増えれば増えるだけ固定

資産税が入ったりいろいろな意味でプラスになりますが、何としても人口が交付税の

中では一番主力でございます。やはりこれからの将来の交付税も十分考えながら、締

めるところは締めて、将来の豊頃町のためにある程度の財政余力をなければ大変かな

というふうに思っております。 

 なお、余談になりますけれども、今回の災害でも他町村よりも私の町は農業の畑作

には冠水がありましたけれども、大きな人災等の被害がなく安堵しているようなとこ

ろでございます。これが大きな被害ですと、やはり一般財源を出しながら町民の生活

を守らなければならないというふうに考えております。したがいまして、交付税の中

身の単位費用等については手元に資料はありませんけれども、何といっても人口が主

でございまして、そういった関係でこれからも人口の減少を食いとめるような形で行

政を進めなければならないというふうに考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 次に、５６ページから、歳出については目ごとに質疑を受けます。 

 ５６ページをお開きください。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目文書広報費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目財産管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目町有林管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目地方振興費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６目生活安全推進費。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ７目企画費。 

 ８番大谷議員。 

●８番大谷議員 ８１ページの宿泊施設改修事業補助金２００万円と出ていますが、

ホテルの改修だと思いますが、これについてほとんどの経費は事業者が出しているの

だろうと思いますが、この改修によってどのぐらいの評価が上がったか、まだ１年は

たっていませんがお調べなのかどうかお聞かせ願います。 

●藤田議長 柄﨑企画課長。 

●柄﨑企画課長 この補助金に関しましては、議員おっしゃるとおり十勝ロイヤルホ

テルの改修に対する補助でございまして、改修においては約１,８００万円の予算で

事業者の方で改修いたしまして、そのうち町から２００万円を補助金を交付している

ところでございます。しかし、税金の評価ではなくて貸し付けに係る評価なのではな

いかと思いますけれども。その評価額に関しましては、現在、資料を持ち合わせてお

りませんので申しわけございません。 

 失礼しました、申しわけございません。改修後の温泉の利用者の評価に関しまして

は、ほぼ全面的に改修しておりまして、利用者数については前年とは比較すると大き

く伸びてはいないのです。実は、公共事業ですとか様々な工事が減少しておりまし

て、その分が影響しておりまして、評判はいいのですけれども利用者の伸びには直接

はつながっていない現状であります。済みません。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 利用率が上がっていないということでありますが、評判がいいとい

うことで期待できるのかなと思っておりますけれども、やはり豊頃町のただ一つの宿

泊施設ですから、ある程度やはり指導していって利用率を上げるような方策も必要か

というふうに思いますが、いかがか考えていますか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 御指摘のとおりだと思います。 

 特に、この２００万円は全体からいけばそう大きな金額になっておりませんけれど

も、ごらんのとおりラウンジがきれいになったり、また畳がきれいに新しくなったり

それぞれ施設が改善されましたので、やっぱりこれからホテルの経営方針がある程度

落ちつけば、またお客さんが集まるのかというふうに思っております。 

 町といたしましては、できるだけいろんな面で支援できるものは支援して、１日で

も長く経営ができるよう、努力するよう、また指示していきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 
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 ７番大崎議員。 

●７番大崎議員 今の関連するロイヤルホテルの宿泊施設の関係ですが、やはり今、

大谷議員がそれだけ助成した金額が満足とかどうかはわかりません。その２００万円

というものが生かされているのかどうかということだと思うのです。それには、聞く

ところによりますと、これは当事者ではありません、経営者ではありません、それを

利用する客層です。今回も、実はいろいろな距離的なことがあって幕別や帯広から宿

泊して通っているのだけれども、工事関係でぜひ使いたいとこう問い合わせがあるの

です。それを経営者に確認しますと、従来と全く変わらない金額体制でありました、

料金が。これを参考にしていただきたいのですが、いわゆるお弁当をつけて３食で

６,５００円です、泊まって。これは、実はもう皆さん御存じだと思いますが、今、

過当競争です、この宿泊というのは。隣の町で３,８００円です、素泊まりが。弁当

は今、皆さんセイコーマートへ行って買いますなんていう人がいるのですね。ですか

ら、そういう指導も経営者は少し私はそういう点では厳しい言い方をしますが、やは

り少し甘いという感じがします。これはもう競合がないからです、ここに。我が町に

これしかないからということでお願いしても、もうそれは予算的に６,５００円も出

してなんていうのはまず無理です。希望がどのぐらいお泊まりなのですかと言ったら

１５名ですよ、工事関係１５名。１５名というと１日当たり６,０００円パーにして

も３０万円、そういう予定のものが逃してしまうのですね。ですから私はやっぱり

今、ちょっとありましたように行政からそこまでの指導まではいらない、できないで

す、この民間ですから、採算ベースまで入れませんから。だけれども、それはやはり

参考的なものとしてロイヤルホテルさんはそのほかの公的な施設の管理もしておりま

す、これは非常に私、辛口を言いますが、やはり企業努力をもう一回やってほしいと

いうことを感じます。したがって、本町にそれだけのものがお泊まりになれば、それ

だけガソリン代が助かります。 

●藤田議長 大崎議員、発言の途中ですけれども質問内容を端的にお願いをいたしま

す。 

●７番大崎議員 わかりました。 

 内容を理解していただくためには、そういうような説明をさせていただきました

が、もう少し行政としてどのような姿勢を持っていくかというところの考えをお聞き

したいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今回の２００万円につきましては、どの部分が２００万円にいったので

はなくて、ある程度、椅子、畳等の分も十分直していただきたいという、ある程度の

条件付きで支出をいたしました。また、３食で６,５００円、今、逆に私ども産業ま
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つりから来ている方々に帯広でホテルを御案内したけれども、非常に入れない、値段

もいつもと違って８月、９月以降は非常に高くなっております。３食で６,５００

円、確かに私の町のホテルにつきましては施設、食事の内容についても十分とは言え

ませんけれども、企業努力はバスなどを出して努力はしているようですけれども、や

はり私も厳しく言えば体質が依然として変わらない。それで直接、行政指導できるわ

けでもありませんけれども、施設そのものは私の町の施設でありますので、今後、

今、両議員から御指摘のとおり何か事あるときに私からもそういった意味では苦言を

呈していきたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８６ページ、８目地籍管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９目電算情報管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １０目簡易郵便局費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項徴税費、１目税務総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目知事道議会議員選挙費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目町議会議員選挙費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項統計調査費、１目統計調査費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６項監査委員費、１目監査委員費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目長寿社会振興費。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目老人福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１６ページ、４目障害者福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目老人医療費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６目福祉医療費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７目福祉バス等管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８目後期高齢者医療費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項児童福祉費、１目保育所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目子育て支援費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目学童保育所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目児童措置費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項災害救助費、１目災害救助費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目保健センター管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目保健指導費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １４６ページ、４目乳幼児等医療費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目清掃費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６目し尿処理費。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項簡易水道費、１目簡易水道費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目農業総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目土地改良総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目道営事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目中山間地域対策費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項畜産業費、１目畜産業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目公社営事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項林業費、１目林業総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目林道整備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目治山事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１時１０分まで休憩いたします。 

午前１１時０２分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 １７０ページ、４項水産業費、１目水産業総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目観光費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目除雪費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目道路新設改良費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項住宅費、１目住宅管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目住宅建設費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項河川費、１目河川総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項施設費、１目施設管理費。 

 ８番大谷議員。 

●８番大谷議員 ２０１ページの、林業施設管理費に予算を見ておりますが、成果説

明書を見ますと木工芸館も含まれるというふうに思っておりますけれども、木工芸館

は２７年度は０人という使用になっているのですよね。やはり当初の計画でいえば木

工のいろいろなものが、施設が、機械がそろっていて何でもできるようになっている

ので、利用を今後図っていかなければならないというふうに考えますが、この成果を

見てどのように考えているのかお聞かせ願いたいと思います。 

●藤田議長 渡部施設課長。 

●渡部施設課長 木工芸館ですが、昨年から休止しております。理由といたしまして

は、利用者がほとんど、月に二、三名の方が数回来られるということで、余りにも費

用対効果が悪いということで休館しております。利用に関しましては、役場だより等

で何回も周知しておりますし、学校等にも利用できないかということで言いました

が、なかなか専門的な機械が数多くありまして、しかも機械ごとの台数が１台、２台

程度しかありませんのでなかなか団体で来られて作業する、そういう授業の一環とし

て使うということはなかなか難しいということで、団体の利用というものもほとんど

ございません。やはり趣味にしておられる方々が専門的に利用しているという状況に

ありました。それで、しばらく周知を何回かしまして様子を見ましたが、利用者が増

えないということで当面、休止しております。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 今後も休止するという考えですか。それともやはり事業計画を立て
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ればある程度の利用は図れるのではないかというふうに思いますけれども、いかがで

すか。 

●藤田議長 渡部施設課長。 

●渡部施設課長 北海道、支庁等で木に親しむということで事業といいますか、そう

いうような事業を計画してやられたこともございますが、参加者が非常に少ない、中

止になったこともあります。そういう状況ですから、なかなか今の施設の状態では事

業を組んでいくということは難しいかというふうに考えております。 

 それから、開始してから十数年たちまして機械がかなり傷んでおりまして、専門の

機械ですから非常に高価な物が多くなっております。それらをまた全て入れ替えた状

態でないとなかなか全面的に使うことが難しいということで、当面の間、休業したい

というふうに考えております。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 当面の間、閉鎖しておくということですが、やはり過去には指導員

もいたようでありますから、利用率を、利用できる方法を考えてあげるということも

一つの方法ではないかと思いますけれども、いかがですか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 御指摘のとおりだと思います。ただ、先ほど課長が説明したとおり機械

も古くなりましたし、特に非常に危険な機械というか専門的な方が付かないと、万が

一、事故でもあった場合というふうに考えております。 

 今、中止しておりますけれども、抜本的に内部で検討いたしまして、施設はまだ十

分使えますので今の形で続行すべきか、もしくは機械を全部取り替えて本当に技術を

そんなに要しない方でも使えるようなもので、安全性を高めるものをやって木に親し

むような形にするか、今後、十分検討しながら決めていきたいと思いますので、もう

少し時間を頂きたいというふうに思います。 

 よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２０２ページ。６項公共下水道費、１目公共下水道総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款消防費、１項消防費、１目消防費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項災害対策費、１目災害対策費。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目教育研究所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目学校保健費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目スクールバス管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項小学校費、１目学校管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目教育振興費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項中学校費、１目学校管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２２６ページ、２目教育振興費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項社会教育費、１目社会教育総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目文化振興費。 

 ５番岩井議員。 

●５番岩井議員 この項目の２３７ページになりますけれども、２点についてお伺い

いたします。 

 参考なのですけれども、１１番の項目の中で町民芸術鑑賞会食糧費とこのように文

言がありますけれども、道民芸術祭関連では食糧費に対する項目、これ結構厳しくな

りまして受け入れられないと認識しておりますが、本町といたしましてはこの文言で

問題はないと理解してよろしいのでしょうか。 

●藤田議長 富田教育課長。 

●富田教育課長 この町民芸術鑑賞会の食糧費につきましては、芸術鑑賞会の演者の

ための水ですとか軽食ですね、そういったもののために支出しているものでございま

して、岩井議員、御指摘のことに対してお答えになるかどうかわかりませんが、内容

としてはそういう内容になっております。 

 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 項目的には食糧費というような形で見るということは、これ認めら
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れるということなのですね、本町では。そういう形でよろしいのでしょうか、考え方

は。 

●藤田議長 富田教育課長。 

●富田教育課長 私がお答えしていいのかちょっとわかりませんけれども、以前から

このような形で認めていただいております。 

 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 最近、私もいろいろ道民芸術会等に関わっているのですけれども、

いろいろな予算で上げて出すときに、食糧費と出すとほとんどが認められない状況に

なっているのですね。ただ、内容的にたとえ何であろうとも食糧費という文言が受け

られない格好になっていて、そういう項目が認められるというふうになっているので

すけれども、本町ではそういう分には余り問題意識がないというふうに考えてよろし

いのでしょうか。いわゆるこれからのいろいろな形で決算書を上げたりするものです

から、なるべく、今、本町で文化協会等に関わっておりますけれども、食糧費という

形では上げないようにしているのですけれども、その辺どのように理解したらよろし

いのでしょうか。 

●藤田議長 菅原教育長。 

●菅原教育長 答弁させていただきます。 

 食糧費についての御質問でございますけれども、自治法上、予算の費目として食糧

費ということは規定されています。現状、議員、御指摘のことは過去にありました豊

頃町とは限りません、多大な食糧費を使ってとか無駄遣いとか、そういうことをおっ

しゃっていると思います。教育委員会におきましては、食糧費節減に通常努めており

まして、例えば、姉妹都市から来町された際の対応で食糧費を予算化させていただく

場合もございますし、ただいまお話がありました芸術鑑賞会等におきましても、なる

べく昼食、夕食を出さなくていいような時間に来町していただくような工夫もしてお

ります。場合によっては会社と委託契約を結びますので、その中で、委託費の中で通

常の食糧、お弁当等を見ていただく場合もございます。ですから、最低限の食糧費予

算化をいただいて執行していると御理解いただきたいと思います。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 質問していることとお答えになっていることはちょっと食い違いが

あるような気がするのですけれども、私の質問の仕方が悪かったのではないのかなと

思うのですけれども、いろいろ食糧費で賄っていくことは私、その点は問題ないとい

えば問題ないのかなと思っているのですけれども、食糧費というような形で決算なん

か上げた場合に、何とかその食糧費とか文言を違う形にできないのかと言われる場合
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もあるのです。それで、いろいろな形で結局、食糧費的なものを他の方の項目でやり

くりしたりしてもいるのですけれども、ただ、食糧費という文言は決算のときには

使っても本町では差し支えないと、内容的にはどうかと。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 地方自治法の中に、節の中に需用費という言葉があって、需用費の中に

は今言った、小破修繕費ですとか食事用に使う食糧ですね。ただ、私どもの食糧は、

職員間の飲み食いはこれは一切使えませんし、対外的にお客さんが来てどうしても食

事を出さなければならない場合には食糧費という言葉を使って差し支えないわけなの

ですが、ただ、今、お互いに官公庁、開発なり支庁がこれはもう向こうも断りますし

私どもも出しません。ただ、先ほど言った対外的な姉妹都市等の方々が視察に来た場

合については、食事を提供する形になった場合については、当然、名前は食糧費でよ

ろしいかというふうに考えております。ただ、岩井議員が言われることわかります、

できるだけ食糧費という言葉というのは中身がわかりませんので間違った方向で使わ

れるのではないかということ、特に食糧費という言葉がまかり通ればさらに余りいい

方向に進まない、今まで過去にそういう経緯もあったものですけれども、私どもの場

合は食糧費についてはどういう形で使ったか吟味しながら出しておりますので、法的

には別に問題ないかというふうに思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 今のは理解いたしました。 

 次に、１９番の負担金及び交付金の内訳の中で、文化公演支援事業の補助金とあり

ますけれども、この補助金、一時期、私の記憶では５０万円ほどあったのかなと記憶

しているのですが、支援事業費の４万円というのは余り最近では利用されないという

ふうに理解してよろしいでしょうか。 

●藤田議長 富田教育課長。 

●富田教育課長 この文化公演支援事業補助金につきましては、町民の方が自主的に

公演を行うという事業に対して一定程度の限度額を設けまして行っているものでし

て、予算につきまして５０万円程度を見ておりますけれども、昨年度におきましては

１件、開催されたのみということでこういった決算額になっております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２３８ページ、３目図書館費。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目える夢館費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項保健体育費、１目保健体育総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目体育施設費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目学校給食費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２５４ページ、１０款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目

災害調査費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１款公債費、１項公債費、１目元金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目利子。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目公債諸費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １２款予備費、１項予備費、１目予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、２５９ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はあり

ませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書について質疑を受けます。 

 １ページから５ページまでの公有財産について質疑を受けます。質疑はありません

か。 

 ７番大崎議員。 

●７番大崎議員 財産についてですが、先ほども質問が出た件もありますが、茂岩高

台の、昨年度も同じことをお聞きしたのですが、林業研修センターについて、それに

あわせてその横にあった鳥獣捕獲についてというのを記憶にあると思うのですが、結
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果を見ますと鳥獣については非常に処理されておりました、林業センターについては

現状のままでありました。これについては、いろいろと町民からも希望がありますの

で、今後についてちょっとお聞きしたいなと思っております。 

●藤田議長 山本産業課長。 

●山本産業課長 議員、御指摘のとおり一回、林業センターのほうについては方向性

をということで、御質問いただいた中で、今後の利用について内部で現在検討中でご

ざいまして、格納庫等の取壊し等を含めながら格納庫等の新設を内部検討しておりま

して、詳細はまだ固まっておりませんが、方向性としては取り壊すような方向で考え

ております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 昨年度、町長の答弁では補助を受けた施設ですと、したがって、ま

だ完全に返還していないということで、できれば繰り上げでもそういうものについて

は作業を進行して適切な処置をしたいというお話でした。 

 今回、この夏休みのときに、御存じのようにサッカー選手の練習で大変な数でし

た。駐車場がなかった、したがって、道路に右、左、渋滞してあったのです。この施

設が、今、課長の答弁でわかります、将来的にこれを処理した場合に非常にシーズン

的なものしかありませんが、利便的にいいかなという感じで、先生方もちょっと知り

合いがいたものですから、これをこう、もう少し使えたらいいですねと、車両が置け

るか、あるいは宿泊できるかという休憩できるかというところまでありました。そう

いうものもちょっと参考にしていただいて、今年度から、以降についていろいろとそ

ういうものを参考にしていただけばなという考えがありますが、町長にちょっとお聞

きします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私、前回そういう答弁をしました。 

 今、課長が言われたとおり、内部で協議をして、今年壊す予定でありましたけれど

も、まだイベントの道具等が若干入っておりまして、壊す場合についてはやはり何ら

かの形、格納庫を横に建てまして、そこにある程度、豊頃町に分散しているイベント

用の資材を一括まとめまして、あそこを壊す予定でおります。今言われたとおり、そ

うすると駐車場もある程度とれるかというふうに思っております。いずれにいたしま

しても、あの建物古いですし非常にいろいろないわくがあるものですから、しっかり

整地して環境整備に努めたいというふうに考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 そのような方向で御検討いただければなと。 
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 なお、前に戻りますが、先ほどの木工館の関係です、これの隣の施設なのです。で

すから、先ほど施設課長が将来的に休止しているという話もありました。できれば、

林業センターを処理した場合には、そういう木工館の活用というものもあわせて検討

されてはどうかなというふうに思いますが、その辺のお考えをもし、詰まっておりま

せんのでその辺の考えも検討の余地あればということでお聞きしたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 木工館についても非常にまだまだしっかりしたものでありますから、そ

ういった機械の古い物については、当然撤去しますけれども、改めてどういう利用、

できればやっぱり木工に関するものの、町民が広く使える形の利用方法を十分内部で

検討して、ちょっと時間がかかりますし、多分、明年度の事業になろうかと思います

けれども、十分、担当課の方に伝えていきたいというふうに思っております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 別な件で質問と希望をちょっと申し上げたいと思います。 

 先ほども触れましたサッカー選手が狭きになるぐらいの大勢の選手が来ていまし

た。それとあわせてどのような考えがおありかということをちょっとお聞きします

が、ラグビーを練習したいという希望が個人的にありました。サッカーとラグビーは

違うのですが、そのためにはサッカーゴールネットはあるのですが、ラグビーのポー

ルが必要とするという考えを学習しました。その辺について教育委員会としては何か

お考えございますか。 

●藤田議長 大崎議員に申し上げます。 

 調書でありまして、先ほどの決算書の中での質問すべき質問かと思いますが。 

 答弁いただきますか。 

●７番大崎議員 財産だったものですから、関係するかなと思います。もしあれだっ

たら結構です。 

 取り下げます。 

●藤田議長 ほかに、質問を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで、質疑を終わります。 

 次に、６ページから８ページまでの物品についての質疑を受けます。質疑はありま

せんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、９ページから１１ページの基金、構築物及び通信・放送施設についての質疑

を受けます。質疑はありませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定すべきものとすることに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号は認定すべきものと決定しました。 

 認定第２号平成２７年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

審議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成２７年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書、６ページをお開きくだ

さい。 

 平成２７年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入

を款ごとに質疑を受けます。 

 １款国民健康保険税。 

 ５番岩井議員。 

●５番岩井議員 国民健康保険税関連では全般的に収納未済や不納欠損額が見受けら

れまして、執行の停止、または国税還付金、預貯金の差し押さえ等で対応していると

推測いたしますが、収入が上がらないのに税が上がる状況で、納税したくても支払い

が不能な状況になる方々が増えていくような認識を持っているところですが、行政と

しての見解をお伺いいたします。 

●藤田議長 矢野住民課長。 

●矢野住民課長 国民健康保険税ですけれども、確か収納率につきましては昨年度か

ら若干、上がっております。一応、収入のほうにつきましては、多分、横ばいないし
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は若干、下降気味ではないかと思われます。滞納の徴収ですけれども、私たちは税の

公平、これを一番に考えて町民が平等に生活できるように、滞納されている方につき

ましても収納事務につきましては法律にのっとって行っているところでありますの

で、その結果がこのような若干の徴収率の増になったのではないかと思っておりま

す。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 １点伺いますけれども、執行停止とは、一体何を執行停止するのか

お伺いいたします。 

●藤田議長 暫時休憩します。 

午前１１時４２分 休憩 

午前１１時４３分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 矢野住民課長。 

●矢野住民課長 執行停止ですが、執行停止というのは滞納処分を執行停止するとい

うことでありまして、この国保税につきましては何件かあるわけですけれども、こち

らのケースにつきましては、生活保護適用ということで税の徴収が不可能になったと

いうことで、国保税の徴収の停止を現在しているとそのようなことであります。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 理解いたしましたけれども、あとですね、国保税支払わないという

ことになりますと、その一つの処分といたしまして保険証が交付されないとか、あと

は短期保険証ですとか、それから後払いの保険証だけの交付とか、そういうようない

ろいろな形もとられるわけですけれども、本町におきましてはそういう形はとってお

られないと理解してよろしいのでしょうか。 

●藤田議長 岩城福祉課長。 

●岩城福祉課長 国民健康保険の資格の管理につきましては、私のほうから答弁させ

ていただきます。 

 その家庭家庭の滞納の状況、または税の納付状況を加味しながら本町においても短

期の国民健康保険の交付、あるいは資格証の交付等を行ってございます。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 私、医療に関わるものであって町民の命や健康を守ると、この観点

から期限付きの保険証や後払いの保険証の交付、これはやめるべきで、正規の保険証

を発行すべきだと考えております。また、こういうことを行われるから医療に関わる

問題点として無料低額診療制度、この周知ですとか、関係者、管理団体広く早期に周

知すること、こういうような言い方を私もするわけです。やはりこれはしっかりと、
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短期保険証であっても正規にきちんと交付すべきだと思いますけれども、短期保険証

やそういうものではなくて。そしてその後、支払い状況に苦労している方としっかり

と相談していくべきだと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今までの過程においては、それぞれ課長が説明したとおりですけれど

も、基本的にこれだけ医療費が伸びますと、税負担が出てくるわけなのです。特に、

国民健康保険と社会保険がございまして、社会保険の方は給料から自動的に引かれま

すけれども、国保の場合はあくまでも相対的な医療費を考えて税負担をする。ただ、

今まで、あくまでも保険証を短期にしたり停止するということは、やはり面接して誠

意が見られない方々が非常に多いのです。それは岩井議員がおっしゃるとおり所得が

あってもなくても国保はかかるものですから、所得の少ない方には大変厳しい負担に

なろうかと思いますけれども、やはり病院にかかった場合については２割３割を負担

した以外は国、道、町村が持つものですから、どうしても徴収率が悪ければ全体に響

くわけであります。特に、一般財源から今も出しておりますけれども、一般財源から

国保に出すということは、社会保険にも出してあげなければ税の公平性は保てない理

論も成り立つわけです。 

 それで、国保のほうの指導としては非常に豊頃町は徴収率はいいのですけれども、

一般会計からむやみに国保のほうに協力することは法的にも好ましくないわけであり

ます。ただ、これから今言われたとおり非常に財政的に困難な方に、そしてまた病気

が発生した場合については、それぞれの担当課で丁寧に説明はされております。なか

なか１回に納めなくても、毎月少しずつでもいいから誠意があれば私どもは医療にか

かる分については、当然、権利ですから病院にかかる、それはそこまでもやる考えは

ないかと思います。今後は、担当者ともまたそういった滞納者の方については十分協

議しながら、できるだけそういった万が一の病気の場合については病院にかかっても

らうような形で指導していきたいというふうに思っておりますので、よろしく御理解

をお願いしたいと思います。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

 ７番大崎議員。 

●７番大崎議員 国保の件で、この意見書を拝見しました。１０ページですが、前年

から見ると数字が非常に０.９ポイント増加しているのだと、いわゆる収納率を上げ

てあります。なお、執行停止処分も減っているわけですね、それから全体的にそうい

うことで努力されているのだないうふうな見受けるわけです。ただ、１点聞きたいの

は、私におきまして立ち位置を考えると、督促状をもらうということは大変な精神的

ショックです。したがって、この督促状を発行しているのが３６６件、昨年度より



－ 32 － 

ちょっと減っているのですね。この前にどういうような行政指導というか、それをさ

れた後の督促状なのかというところをちょっとお聞きしたいのですが。 

●藤田議長 矢野住民課長。 

●矢野住民課長 督促状ですけれども、督促状につきましては税法で納期限から２０

日以内に発布しなければならないということがありまして、督促状を発布しても納付

のない場合は１０日以内に滞納処分と、そういうような税法、決まりがあります。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 税法上はやはり納税義務ということを前面に出るものですから、当

然、それだけの法的手段というか方法をとるのですよ。現在、管内、一つの行政以外

で全道的な組織として総合振興局に回収機構ありますね。これは、今現状どうなって

いるのでしょうか。 

●藤田議長 矢野住民課長。 

●矢野住民課長 滞納整備機構ですけれども、本町につきましては２件、滞納の移管

といいますか、行っております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 回収機構については本町の住民、法人、あるいは内容については２

件ということを確認しましたが、この国保の中でそれでは全額、地方行政と国が負担

する透析者というのは現状、豊頃は何名いらっしゃいますか。 

●藤田議長 暫時休憩します。 

午前１１時５２分 休憩 

午前１１時５２分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 岩城福祉課長。 

●岩城福祉課長 済みません、申しわけございません。透析患者につきましては、本

町、現在のところ７名程度いらっしゃいます。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 そこで、透析患者というのは特定の医療機関でしかできないわけで

すが、それについての全額補助を、負担を行政が持っているわけですね。それについ

ての透析患者というのは、急激に患うわけではありません。それらについての予防医

療というか予防指導というのですかね、そういうものについては現在の本町の医院で

は取り扱っているかどうかというところをちょっとお聞きします。 

●藤田議長 岩城福祉課長。 

●岩城福祉課長 透析患者の方の腎臓の慢性疾患によりまして、その透析に陥ると、
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なってしまうという方が多くなってございます。それらは糖尿病などを起因にして病

気を発症するというケースが多くなってございますので、今後、豊頃医院を含めまし

て、糖尿病の予防等々につきまして検討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ８ページ、２款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款療養給付費交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款前期高齢者交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款共同事業交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款財産収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １０款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１８ページから、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款保険給付費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款後期高齢者支援金等。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款前期高齢者納付金等。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款老人保健拠出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款介護納付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款共同事業拠出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款保健事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款基金積立金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １０款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、３７ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はありま

せんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書、１３ページの基金について質疑を

受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 
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 これから、認定第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定すべきものとすることに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第２号は認定すべきものと決定しました。 

 昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 認定第３号平成２７年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを審議

します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成２７年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算書、４４ページをお開きくださ

い。 

 平成２７年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を款

ごとに質疑を受けます。 

 １款介護保険料。 

 ５番岩井議員。 

●５番岩井議員 これも先ほどの国保関係と同じような質問の形態になるのですけれ

ども、やはり町民の中でもなかなか払えない人が出ているということで質問させてい

ただきます。 

 介護保険料につきましては、国保の質問同様、保険料が上がり介護なしと、この文

言が飛び交うようなこういう昨今ですけれども、２７年度では時効期限２年間の中で

不納欠損額があり、収入未済額も増加傾向にあるわけですが、保険料が未済の方々へ

の対応をお伺いいたします。 

●藤田議長 岩城福祉課長。 

●岩城福祉課長 議員、御質問の保険料の未納の件について答弁させていただきま

す。 

 介護保険の保険料につきましては、平成２７年から従前６段階のものを９段階に改

め、より軽減を受けやすく保険料の御負担をいただいている状況にございます。例

年、未納となるケースにつきましては同じパターンで未納という方が多くなってござ

います。特別徴収ができない、年金の支給額が小額で特徴ができない方が未納になる

方が多くなってございます。それらの方につきましては、分納でありますとか、なる
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べく本人の御都合に合わせて納付いただくよう小まめに臨戸訪問させていただいてい

るのが現状でございます。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 対応の仕方になるのですけれども、やむを得ず保険料が納められな

い方は適切な介護が受けられないと、こういうように理解するところですけれども、

それとも救済措置的な方法があるならば、お伺いいたします。 

●藤田議長 岩城福祉課長。 

●岩城福祉課長 答弁させていただきます。 

 介護保険制度の始まって間もないこともありますし、実際未納になっている方々に

つきまして介護サービスを受けるという状況に至っていないのが現状です。そういっ

た部分で、やはり支払わなければならないという義務の意識に欠ける方がいらっしゃ

るのかなと思ってもございます。ただし、今現在の制度でいきますと、未納がある場

合については給付の制限をどうしてもしなければならないというのが現状でございま

す。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款支払基金交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款財産収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、５４ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款保険給付費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款地域支援事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款基金積立金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、７３ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はありま

せんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書、１５ページをお開きください。 

 物品及び基金について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 
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●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第３号は認定すると決定しました。 

 認定第４号平成２７年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

を審議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成２７年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書、８０ページをお開き

ください。 

 平成２７年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳

入を款ごとに質疑を受けます。 

 １款後期高齢者医療保険料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、８４ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款後期高齢者医療広域連合納付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、９１ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はありま

せんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第４号は認定すると決定しました。 

 認定第５号平成２７年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算認定についてを審議

します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成２７年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算書、９８ページをお開きくださ

い。 

 平成２７年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を款

ごとに質疑を受けます。 

 １款財産収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１０２ページから、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款医院費。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款診療所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款歯科診療所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１１１ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はあり

ませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書、１７ページをお開きください。 

 公有財産について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１８ページの物品についてを質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 
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●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第５号は認定することと決定しました。 

 認定第６号平成２７年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定についてを審議

します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成２７年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算書、１１８ページをお開きくだ

さい。 

 平成２７年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を款

ごとに質疑を受けます。 

 １款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１２２ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 
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 次に、１３３ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はあり

ませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書についてを質疑を行います。１９

ページの公有財産について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、２０ページの工作物について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第６号は認定すると決定しました。 

 認定第７号平成２７年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定についてを審

議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成２７年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算書、１４０ページをお開きく

ださい。 

 平成２７年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を

款ごとに質疑を受けます。 

 １款分担金及び負担金。 



－ 43 － 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１４４ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１５３ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はあり

ませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書について質疑を行います。２１ペー

ジの公有財産について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、２２ページの物品について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第７号は認定すると決定しました。 

 

       ◎ 認定第８号 

●藤田議長 日程第９ 認定第８号平成２７年度東十勝消防事務組合一般会計歳入歳

出決算認定についてを審議します。 

 本件について、提出者の説明を求めます。 

 石田副町長。 

●石田副町長 認定第８号平成２７年度東十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算書

について御説明いたします。 

 本会計の決算につきましては、平成２８年４月１日から十勝１９市町村で消防に関

する事務の共同処理を行う十勝広域消防事務組合を新たに設立することに伴い、平成

２８年３月３１日をもって東十勝消防事務組合が解散されたことにより、同日付けで

決算が行われたものであります。 

 一般会計の決算審査につきましては、組合構成町の監査委員がそれぞれ実施するこ

ととなっておりまして、平成２８年８月２４日付けで平成２７年度東十勝消防事務組

合一般会計の歳入歳出決算審査意見書の提出を町監査委員より受けましたので、地方

自治法第２９２条の規定により準用する地方自治法施行令第５条第３項の規定に基づ

き、歳入歳出決算書に意見書を付して議会の認定を受けるものであります。 

 それでは、平成２７年度一般会計歳入歳出決算書により御説明申し上げます。 
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 ６ページ、歳入では、収入済額が１７億８,２１９万８,０８４円、８ページの歳出

では、支出済額が１７億４,６５１万６,００８円で、歳入歳出差引残額は３,５６８

万２,０７６円であります。この差引残額は、各町の分担金、負担金の割合により返

還されることとなり、このうち人件費、福祉協会費、物件費、施設費及び公債費は、

それぞれ十勝広域消防事務組合に引き継がれ、消防団費の自賄い分はそれぞれの構成

町に返還され、本町の返還金は２８６万３,８８３円で、本年４月１日に収納されて

おります。 

 ９ページからの事項別明細書では、本町分に係る決算について説明させていただき

ます。 

 １０ページ、歳入では、１款分担金及び負担金で、共通経費、消防署費、消防団

費、消防施設費及び公債費の収入済額３億１,９４２万２,６７０円。 

 １２ページ、２款使用料及び手数料で危険物取扱手数料及び各種証明手数料２万

２,０００円。 

 １４ページ、３款財産収入で建物貸付料５０万４,５８０円。 

 １６ページ、４款繰越金で前年度繰越金２５８万４,６８４円であります。 

 次に、歳出では３５ページ、２款消防費、豊頃消防署費で人件費、福祉協会費及び

物件費の支出済額１億５,３８５万２,３２０円。 

 ４９ページ、豊頃消防団費で報酬、旅費、負担金補助及び交付金など１,２５１万

１１７円。 

 ５７ページ、３款消防施設費、豊頃消防施設費で高規格救急自動車製造、高機能指

令センター整備事業負担金、消防救急無線デジタル化共同整備事業負担金など１億

３,１４６万１,７６０円。 

 ６２ページ、４款公債費、元金で借入債償還金１,０９０万円及び利子で１４万４,

９７０円であります。 

 次に、６５ページ、実質収支に関する調書では、実質収支額は３,５６８万２,０７

６円であります。 

 次に、６６ページ、財産に関する調書では、本町分に係る公有財産は記載のとおり

であり、建物の消防庁舎等、水利施設の防火水槽、物品の消防ポンプ自動車等であり

ます。 

 以上でありますので、御審議の上、認定くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 それでは、平成２７年度東十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書、財産に関する調書について、一括して質疑を受けます。質疑
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はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第８号は認定すると決定しました。 

 

       ◎ 休会の議決 

●藤田議長 お諮りします。 

 議事の都合により、９月６日から９月７日までの、２日間は、休会としたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、９月６日から９月７日までの、２日間を、休会とすることに決定しま

した。 

 

       ◎ 散会宣告 

●藤田議長 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

午後 １時２９分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

 

 


